
被保険者各位

（公印省略）

平成２３年２月１８日執行されたテルモ健康保険組合組合会におきまして、次の通り

平成２３年度保険料率が決定いたしましたので、これを公告します。

【健康保険料率】　　　７０ / １０００　　（現行通り）

（内訳） ・一般保険料率　６８．７ / １０００　

（内訳） ・基本保険料率　　　　　３０．０７ / １０００　　　　　

・特定保険料率　　　　　３８．６３ / １０００　　※　

　※ 高齢者医療制度創設に伴い支援金として賦課

・調整保険料率　　１．３ / １０００　

【介護保険料率】　　　１０ / １０００　　（0.4/1000上がる）　

平成２３年３月分保険料（４月納入分）より上記の通り変更。

なお、負担割合は現行通り事業所、被保険者折半とする。

以　上

平成２３年度　保険料率

平成23年3月11日

テルモ健康保険組合

理事長　松本 幸助

公　　　　　　　告



テルモ健康保険組合　【 ２０１１年度（平成２３年度）保険料率 】

＜変更前＞

事業主 18.17 / 1000 16.23 / 1000 0.6 / 1000 35 / 1000 4.8 / 1000 39.8 / 1000

被保険者 18.17 / 1000 16.23 / 1000 0.6 / 1000 35 / 1000 4.8 / 1000 39.8 / 1000

計 36.34 / 1000 32.46 / 1000 1.2 / 1000 70 / 1000 9.6 / 1000 79.6 / 1000

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

＜変更後＞　２０１１年（平成２３年）３月度保険料率（４月度給与徴収分）より変更

事業主 15.035 / 1000 19.315 / 1000 0.65 / 1000 35 / 1000 5 / 1000 40 / 1000

被保険者 15.035 / 1000 19.315 / 1000 0.65 / 1000 35 / 1000 5 / 1000 40 / 1000

計 30.07 / 1000 38.63 / 1000 1.3 / 1000 70 / 1000 10 / 1000 80 / 1000
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